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地方自治法第242条の規定に
基づく住民監査請求書の収受 ※住民監査請求

　知事等の県の執行機関又は職員による違法・不当な財務会計上の行
為若しくは怠る事実について、当該行為の防止、是正をし若しくは怠る事
実を改め、損害補填のために必要な措置を求める制度

※財務会計上の行為
     ①違法・不当な
          ・公金の支出
          ・財産の取得、管理、処分
          ・契約の締結、履行
          ・債務その他の義務の負担（借入れなど）
      ②上記の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
　　　③違法・不当に
　　　　　・公金の賦課、徴収を怠る事実
          ・財産の管理を怠る事実
 　なお、上記行為のあった日又は終わった日から１年を経過している場
合（③を除く）には、正当な理由がない限り、監査請求することができな
い。

※監査請求できる人
　　　熊本県に住所（事務所の所在地）を有する人（法人）

形式的審査

適  格 不適格

補正要望

補  正 補正拒否

受　付

取下げ

地方自治法第252条の43の規定に基づく個別
外部監査の請求についての判断等

・個別外部監査実施不相当の決定
・20日以内に相当の決定をしない

要件審査

不適格 適格

補正命令

補正拒否 補  正

却下 受理

当該行為停止勧告要
件該当

当該行為停止勧告（監
査終了まで） 個別外部監査実

施相当の決定

個別外部監査契約の締結
※契約締結に当たっては監査委員との協議が必要。

長への通知 請求人への通知

監査の実施
　・証拠の提出
　・請求人陳述聴取（関係者立会）
　・必要に応じ執行機関等陳述聴取（関係者立会）
　・関係書類等調査
　・事情聴取等

個別外部監査人による監査の実施
　・証拠の提出
　・請求人陳述聴取（関係者立会）
　・必要に応じ執行機関等陳述聴取（関係者立会）
　・関係書類等調査
　・事情聴取等

請求人への通知

公表 請求人への通知 長等への勧告

監査結果に関する報告の受理監査結果の決定

請求に理由なし(棄却) 請求に理由あり(認容)

公表 請求人への通知 公表 請求人への通知 長等への勧告

長等の不措置 長等の措置

長等からの措置状況の通知の受付

公表 請求人への通知

住民監査請求と併せて個別外部監査請求があった場合

 

 

 

 

請求要旨の通知(議会・知事・執行機関.・職員) 


